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税制改正 
2025 年税制改編後続施行令改正案（修正案）を公布 
 

政府は 2025 年 12 月国会を通過した改正税法にて委任した事項を規定するため、関連施行令改正案の内容を 1.16（金）に発表し、法制処審

査、立法予告および部処協議等を通じて提起された利害関係者および関係部処等の意見と 1.16.以後追加発表された政策内容を反映し、当初発

表した施行令改正案の一部を修正したと明らかにしました。修正された改正案は 2.27（金）に公布されました。 

 

主な修正事項は以下の通りです。 

 

主要修正事項 

 

 

█ 相続税および贈与税法施行令 

○ 公益法人として認定される宗教団体の範囲合理化（相続税および贈与税法施行令§12（1）） 

（＊）「宗教の普及やその他の教化に著しく貢献する事業」を「居住者又は非営利内国法人が宗教の普及、その他の教化に著しく貢献する目的で営む事業」

として合理化 

＜修正案＞適用時期の調整 

– （適用時期）令施行日以前の出捐財産に対しては従来の規定を適用 

＜修正理由＞適用範囲の明確化 

 

█ 総合不動産税法施行令 

○ 賃貸住宅合算排除における賃貸事業者の要件緩和（総合不動産税法施行令§3①） 

（＊）所得税法および法人税法に基づく「住宅賃貸業事業者登録」要件を「事業者登録」要件に緩和 

＜修正案＞適用時期の調整 

– （適用時期）令施行日以後の申告、決定、更正分から適用 

＜修正理由＞部処協議結果の反映 

 

█ 租税特例制限法施行令 

○ 長期一般民間賃貸住宅における長期保有特別控除算定方式の明確化（租税特例制限法施行令§97 の 3） 

＜修正案＞計算方法の合理化 

– （譲渡差額の計算）「取得時から賃貸終了日までの発生分」⇒「賃貸期間中の発生分」に規定 

＜修正理由＞計算方法の明確化 

 

○ 高配当企業の配当所得分離課税に関する対象および手続の整備（租税特例制限法施行令§104 の 24） 

＜修正案＞開示方法の変更 

– 企業価値向上計画の開示（金融委員会・取引所は企業が略式で開示（‘26 年限定）できるよう簡易書式（例示）を配布する計

画） 

＜修正理由＞部処協議結果の反映 
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2025 年税制改編後続施行規則改正を推進 
 

政府は 2025 年税法改正および施行令にて委任した事項と主要制度の改善事項等を規定するため、18 の施行規則の改正を推進すると明らかにし

ました。改正を推進する施行規則は立法予告・部処協議、法制処審査等を経て、3 月中に公布・施行する予定です。 

 

主な改正内容は次の通りです。 

 

主要改正内容 

 

 

○ 統合投資税額控除のうち、国家戦略技術事業化施設の範囲拡大（租税特例制限法施行規則別表 6 の 2） 

＜改正案＞事業化施設の対象拡大（新規 3、拡大 2） 

分野 細部技術 

新規 

半導体 次世代 MCM（Multi-Chip Module）に関する新素材・部品製造設備 

未来型 

運送移動 

環境にやさしい先端船舶の運送・推進技術に関する設計・製造施設（LNG

貨物艙等） 

環境にやさしい先端船舶のデジタル設計・生産運営技術に関する製作・実証

施設 

拡大 

半導体 
エネルギー効率向上半導体の設計・製造技術の事業化施設 

（設計・製造⇒パッケージングまで拡大） 

バイオ 
バイオ医薬品の原料・素材製造施設 

⇒ Buffer（緩衝液）素材に関する施設の追加 

＜改正理由＞先端戦略産業の設備投資への支援 

 

○ 統合投資税額控除のうち、新成長事業化施設の範囲拡大（租税特例制限法施行規則別表 6） 

＜改正案＞事業化施設の対象拡大（新規 6） 

分野 細部技術 

新規 

バイオ・ヘルス 動物用医薬品候補物質の開発・製造施設 

先端素材・ 

部品・装備 

高ケイ素含有・低鉄損電磁鋼板の製造施設 

MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）用超微細ニッケルナノ粉末およ

び内部電極用ナノペーストの製造施設 

カーボン 

ニュートラル 

高炉溶銑および電気炉溶鋼の合湯施設 

デジタル画像解析基盤の鉄スクラップの判定・選別施設 

低炭素太陽光モジュールの製造施設およびこれを活用した太陽光発展施設 

＜改正理由＞先端戦略産業の設備投資への支援 

 

○ 統合投資税額控除の適用対象安全施設の範囲拡大（租税特例制限法施行規則別表 4） 

＜改正案＞安全施設の範囲拡大 
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– （産業災害予防施設の範囲拡大）産業安全保健法に基づく需給人・建設工事需給人・特殊雇用形態勤労従事者・配達従事者に

対する安全・保健措置のための施設を含む、スマート安全管制施設、産業災害予防目的のドローン、無人運搬協同ロボット、非常避難

用スライディングドア・非接触式開閉装置、自然災害予防目的の防波護岸、墜落防止目的の足場およびトラス等の構造物追加 

＜改正理由＞安全施設への投資誘因の拡大 

 

○ ウェブトゥーンコンテンツ制作費用における税額控除細部事項の規定（租税特例制限法施行規則§13 の 11 新設） 

＜改正案＞ 

– （控除対象の内国人要件）ウェブトゥーンコンテンツの実質的制作者として、次の要件をすべて満たす者：①ウェブトゥーンコンテンツの制

作全体を企画し、責任を持つこと、②本人が主な制作（シナリオ・コンテ・イラスト・編集）人材であるか、又は主要制作人材との契約締

結を担当すること、③制作費の執行・管理に関する意思決定を担当すること 

– （控除対象の制作費用範囲）【企画】シナリオ、企画費、印税／【制作】作家費、制作プログラム費、デザイン費／【編集】編集費、監

修料 

– （控除対象から除外される制作費用）業務推進費、広告・広報費、人件費のうち、退職所得・退職給付引当金等（画像コンテンツの

制作費用税額控除と同じ） 

– （2 つ以上の課税年度の間、利用者に提供される場合の控除費用の計算方法） 

【一回目の課税年度】該当課税年度まで発生し支出したすべての制作費用 

【以後の課税年度】該当課税年度まで発生した制作費用－直前課税年度まで発生した費用 

＜改正理由＞ウェブトゥーンコンテンツ産業のグローバル競争力の支援 

 

○ 高配当企業の配当所得分離課税に関する細部規定の整備（租税特例制限法施行規則§47 の 3 新設） 

＜改正案＞企業の負債比率算定方式 

– （原則）連結財務諸表基準の負債比率 

– （例外）連結財務諸表の未作成時、個別財務諸表基準の負債比率 

＜改正理由＞負債比率算定方法の明確化 

 

○ 正常価格調整による更正請求時の提出書類追加（国際租税調整に関する法律施行規則§2） 

＜改正案＞提出対象の資料追加 

– （国外特殊関係者の課税所得調整の立証書類）相手国の納付証明書、課税所得の調整が反映された会計帳簿および財務諸表、

国外特殊関係者の修正申告書等 

＜改正理由＞租税回避の防止 

 

○ やむを得ない事由による外国未搬出物品の国内搬入時免税許容（関税法施行規則§48①（5）新設） 

＜改正案＞関税免除となる旅行者の携帯品に未搬出・未回収免税品の追加 

– 天災地変、旅客機・旅客船の欠航等の事由により、国外に搬出されなかった免税品購入物品のうち、回収されなかった物品 

＜改正理由＞免税品を購入した旅行者の便利性向上 
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例規・判例 
【国税庁】海外パートナーシップの所得に対し、パートナーである外国法人がパートナーシップ所在地国で納付した税額が、

CFC 規定における実際負担税額に含まれるか否か 

（書面-2024-法規国調-2494、2026.1.29.） 

 

▣質疑 

オーストラリアパートナーシップ（Partnership）の所得に対し、パートナー（Partner）であるマルタ法人がオーストラリアで納付した税額が国際租税調整

に関する法律施行令第 62 条の「該当居住地国外の国で納付した税額」に該当するか否か 

 

▣事実関係 

– 質疑法人は‘13.11.25.に設立した特殊目的法人であり、オーストラリアで石炭火力発電所を運営する A パートナーシップの持分等を含む資産の引

受、取得および運営を主な営業目的とする 

– ‘17.12.21.マルタを居住国とする B パートナー（Partner）および C パートナー（Partner、通称「パートナー」）の持分 100%を取得した後、パートナ

ーを通じて A パートナーシップの持分 35%を保有している 

– パートナーは A パートナーシップの持分を保有し、そこから配当を受け取る事業のみを営んでおり、その他事業は行っていない 

– パートナーは A パートナーシップの所得 35%に相当するオーストラリア源泉所得が発生し、該当オーストラリア源泉所得はオーストラリア税法に基づき、

パートナーがオーストラリアに法人税（Income tax）納税義務を負担するオーストラリア課税所得（Assessable income）である 

– 質疑法人はパートナーが‘22 事業年度以前、XXX から支給を受けた配当金を財源として、‘23.2 月、パートナーから配当金の支給を受けたが、外国

子会社収入配当金の益金不算入規定を適用していない 

 

回答 

 

 

貴質疑の事実関係のように、オーストラリアに所在したパートナーシップ（Partnership）の所得がパートナー（Partner）であるマルタ所在の外国法

人（以下、「A 法人」）に帰属され、A 法人が該当所得に対する税金をオーストラリアで申告・納付し、該当所得を税引前利益に反映する場合、

A 法人の「国際租税調整に関する法律施行令」第 62 条に基づいて実際に負担した税額はオーストラリアで納付した税額を含むものである。 
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【国税庁】株式発行超過金を減額して非居住者・外国法人に現金配当する場合、国内源泉配当所得に該当するか否

か 

（書面-2025-国際税源-1970、2026.2.4.） 

 

▣質疑 

内国法人が商法§461 の 2 に基づき、株式発行超過金を減額して利益剰余金に転換した後、これを財源として内国法人の株主である非居住者・外

国法人に現金配当する場合、国内源泉配当所得に該当し、源泉徴収を要するか否か 

 

▣事実関係 

– 質疑法人は資本準備金と利益準備金の合計が資本金の 1.5 倍を超過する 

– 株主総会の決議により資本準備金を減額して利益剰余金に転換し、これを財源として株主である非居住者・外国法人への現金配当を計画して

いる 

 

回答 

 

 

内国法人が商法§461 の 2 に基づき、みなし配当として課税されない株式発行超過金を減額し、利益剰余金に転換した後、これを財源として株

主である非居住者・外国法人に現金配当する場合、これは所得税法第 119 条第 2 号および法人税法第 93 条第 2 号による国内源泉配当所

得に該当しないので源泉徴収の対象ではない。 

 

 

  



デロイト安進会計法人 

Japanese Services Group（JSG） 
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